
平成２９年１月１３日 

 
 

  

今回の件は、口座情報などを聞き出したり、ＡＴＭを使用して還付金

受取りが出来るなどと嘘を言って、犯人の指定口座へ現金を振り込ませ

たりすることを目的としたものと予想されます。犯人は事前に通知がさ

れているということで信用させ、不注意で見ていないかもしれないとい

う罪悪感や動揺に付け込もうとしますが、市役所職員がＡＴＭの操作を

指示することはありません！早急な行動を求められても、慌てずに周囲

に相談する、折り返し電話するなどして落ち着いて対応しましょう。 
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≪深川警察署からの情報提供です≫ 

１月１１日から１２日にかけて、 

旭川市内の複数の高齢者宅に、市役所職員をかたる者から 

 

「医療費の還付金があります。封筒が届いていませんか」 

「近くのＡＴＭに通帳とキャッシュカードを持って行って

ください」 

という還付金詐欺の予兆と思われる不審電話が相次いでい

ます。 

旭川市で市役所職員をかたる不審電話多発 


